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第一 はじめに

杉並区障害者団体連合会が杉並区から受託する杉並区立高円寺障害者交流館

および杉並区立和田障害者交流館における日常清掃業務に障害者を従事させて

対価を支払っていたことについて、①障害者交流館において清掃員として働い

ていた障害者が労働者に該当するか、②杉並区の法的責任および道義的責任の

有無、③杉並区の再発防止策について、当職らの意見を申し述べる。

第１ 問題性の表面化

１ 令和５年杉並区議会

令和５年度杉並区議会第３回定例会において、区議会議員から、杉並区立和

田障害者交流館及び杉並区立高円寺障害者交流館（以下、２つの障害者交流館

をあわせて「障害者交流館」という。）の清掃スタッフについて清掃員と雇用

契約を結ばずに最低賃金以下で働かせているとの指摘がなされた（令和 ５年

第３回定例会－09月15日-19号）。

障害者交流館では、長年にわたって、杉並区が委託元、杉並区障害者団体連

合会（以下「本件連合会」という。）が受託者となり、本件連合会に雇用ある

いは委託された障害者が訓練就業として清掃業務を行っていた。

２ 令和７年杉並区議会

その後、令和７年度杉並区議会第３回定例会においては、障害者交流館にお

ける清掃業務が、支援員の指導のもと障害者が清掃業務を行うことで、清掃の

スキルの向上や就労意欲の醸成、社会性の確保などを目的として本件連合会が

独自に行っていたものであること、令和５年12月には杉並区と本件連合会の

職員らが労働基準監督署への相談を行っていたこと等が答弁で明らかにされて

いる。

しかし、仮に障害者が「訓練就業」に従事し、清掃のスキルや就労意欲の醸

成など、障害者の就業にむけた活動をしていたとしても、障害者が障害者交流

会館の清掃業務を担っている以上、労働基準法をはじめとした法令を遵守しな

ければならない。

そこで、次項において、まず、障害者雇用についての関連法令について確認
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する。

第２ 障害者雇用についての法制度の変遷

障害者が就労するあるいは障害者を雇用する場合について、法は、障害者雇

用促進法、障害者総合支援法および最低賃金法において特別に規定している。

これら法令について、説明する。

１ 障害者雇用促進法

(1) 法の趣旨

障害者雇用促進法は、昭和35年に前身となる身体障害者雇用促進法が制定

され、身体障害者を対象として、事業主が雇用すべき障害者の最低雇用率が設

定された。

しかし、最低雇用率が努力目標であったため達成されず、昭和51年同法は

改正されて法定雇用率が義務化されるとともに雇用給付金制度が設置された。

同制度は、障害者の法定雇用率を達成していない企業から納付金を徴収し、そ

れを財源として、障害者雇用に積極的な事業主に調整金や助成金を給付する。

その後、昭和62年に同法は「障害者雇用促進法」に改正されて対象が拡大

された。平成10年に知的障害者が、平成30年に精神障害者が対象となった。

このように法定雇用率を義務化するなどして障害者雇用を促進し、対象者が

拡大しているが、同法だけで働く意欲がある障害者がすべて雇用されるもので

はない。

(2) 合理的配慮

同法は、全ての事業主は、法第36条の２から第36条の４までの規定に基づ

き、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保

又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を

改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務

の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を

講じなければならない、ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととな

るときは、この限りでないとする。

すなわち、同法は、事業主に対して、障害者である労働者に障害の特性に配
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慮した措置を講ずる義務を課している。

２ 障害者総合支援法

障害者雇用促進法が改正されていることと並行して、平成17年に障害者自

立支援法が施行されて、一般就労へ移行することを目的とした事業を創設する

など、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるように福祉側から支援す

ることとなった。

しかし、同法は批判も多く、平成24年障害者総合支援法に変わり、平成25

年に同法が施行された。

障害者総合支援法は、障害者の就労に関して、就労移行支援、就労継続支援、

就労定着支援などを規定している。

(1) 就労移行支援

就労移行支援は、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対

して、生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及

び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う制度である。

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に

合った職場への就労等が見込まれる者を利用者として想定されている。

(2) 就労継続支援Ａ型

就労継続支援には、就労継続支援Ａ型事業と就労継続支援Ｂ型事業がある。

就労継続支援Ａ型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇

用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の

機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う事業である。

就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることによ

り、雇用契約に基づく就労が可能な者が利用者として想定されている。

(3) 就労継続支援Ｂ型

就Ｂは、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就

労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その

他の就労に必要な訓練その他の必要な支援を行う事業である。

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一

1-6



- 7 -

定年齢に達している者であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識

及び能力の向上や維持が期待される者を利用者として想定されている。

３ 最低賃金の減額の特例許可申請（最低賃金法第７条第１号）

最低賃金法は第７条第１号（以下「減額特例」という。）において、次のと

おり定める。

記

第７条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許

可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定

める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生

労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用

する。

１ 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

同条１号は、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃

金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定

の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件と

して個別に最低賃金の減額の特例が認められているものである。

このように減額特例も、障害者等の雇用促進制度の一つである。

第二 本件連合会による日常清掃業務

第１ 杉並区と本件連合会との契約

１ 本件連合会による受託

本件連合会は、杉並区内のさまざまな障害種別の当事者または家族を会員と

する15の団体で組織し、障害者の豊かな地域生活を目指して活動している。

本件連合会は、平成14年３月、杉並区から、同区立高円寺障害者交流館の

管理運営を受託するようになった（以下「本件委託契約」という。）。

また、本件連合会は、平成18年４月、杉並区との間で、本件委託契約の対
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象を拡大し、同区立和田障害者交流館の管理運営も受託した。

本件連合会は、平成14年に区立高円寺障害者交流館の管理運営を受託して

以降、福祉施設を利用する障害者が交流館の日常清掃業務の一部を行うように

なった。

２ 障害者交流館の管理運営委託契約等の内容

(1) 委託契約の内容（資料1）

障害者交流会館における日常清掃業務、利用受付業務、施設、設備等の管理

業務等を含む本件委託契約（資料1）の主な条項は次のとおりであった（令和

５年４月１日付け委託契約書及び仕様書。）。

また、本件連合会は、杉並区に対して、令和５年度本件連合会交流館管理業

務事業計画書（以下「事業計画書」という。資料3）も提出している。

記

契約件名 杉並区立和田障害者交流館及び杉並区立高円寺障害者交流館

運営管理業務

履行期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

委託者 杉並区（契約担当者 総務部長白垣学

所管課 保健福祉部障害者生活支援課）

受託者 本件連合会（令和５年度会長代理 四童子武司）

委託料 5654万9651円

(2) 仕様書による契約の細部（資料2）

杉並区が、仕様書「別紙４『履行評価基準』に基づいて」本件連合会の「履

行状況を別紙５「履行評価表」を用いて評価するものと」されていた（資料2

：仕様書第５）。

仕様書「第５ 労働関係法令順守の確認」には、次のとおり記載されている。

記

(1) 委託業務従事者の労働関係法令遵守を確認するため、受託者は別紙6

「労働関係法令遵守に関する報告書」（資料5）を前期履行評価・後期履

行評価 (原則として7・11月)と併せて提出しなければならない。

(2) 前項の報告書をもとに、委託者は、原則として２回受託者との面談の形
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式による確認を行うものとする。

(3) 委託者は、提出された報告書等に疑義がある場合、その他必要がある

場合、委託業務従事者に対して確認調査ための資料の提出を求めるととも

に、区職員及び社会保険労務士等による調査を行うことができるものとす

る。

(3) 令和５年度本件連合会交流館管理業務事業計画書（資料3）

事業計画書の「２ 日常清掃業務」の清掃員・指導員の配置は、「清掃員を

和田障害者交流館に２名、高円寺障害者交流館に４名それぞれ置く。清掃員は、

訓練就業（労働基準法適用外）として、就業時間は和田障害者交流館が８時か

ら14時45分（45分の休憩時間を含む）まで、高円寺障害者交流館が８時15分

から15時（45分の休憩時間を含む）までのそれぞれ６時間とする」と記載さ

れている（資料3）。

また、事業計画書には「清掃指導員」は和田障害者交流館に２人が配置され、

１日６時間（休憩時間45分を含む）、高円寺障害者交流館に３名が配置され、

１日７時間（休憩時間45分を含む）、各自１カ月13日程度就業すると記載され

ている（資料3）。

これによると、和田障害者交流館は１日当たり３名が６時間以上清掃を行い、

高円寺障害者交流館は１日当たり５名または６名が６時間以上清掃を行うこと

になる。

第２ 障害者である清掃員との日常清掃業務についての契約

１ 契約の目的

平成14年当時、障害者の就労支援が進んでおらず、養護学校を卒業しても

就労先を見つけることができない状態が続いていた。養護学校卒業後、福祉施

設から就職（一般就労）を理由に対処するのは１％程度であった。そのような

現状を受け、障害者が一般就労できることを目標に、規則正しい生活を身につ

ける、清掃技術を獲得する、日常生活への助言を受けることを目的として、障

害者交流館における障害者の清掃業務が始まった。

障害者交流館は、建物の目的からして、障害者に理解のある利用者が多かっ

たことや、かかる事業が始まった当時は、指導員の多くを「親の会」（障害者
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の子をもつ親からなる団体）から輩出していたこともあり、単に「仕事として

の場」というより、家族に見守られながら一般就労に向けて経験を積む場とし

ての役割を担うことができた。

ただし、本件連合会は、障害者が一般就労できることを目標に、規則正しい

生活を身につける、清掃技術を獲得する、日常生活への助言を受けることを目

的としていたものの、目的を実現するための訓練計画書等を策定していなかっ

た。

２ 各清掃員との契約内容

本件連合会は、「業務内容通知書（清掃員）」と題する書面を発行し、下記の

条件で、障害者である各清掃員と契約を結んでいた（資料4）。

記

契約期間 期間の定めあり 2024年４月１日から2025年３月31日

業務内容 清掃業務

就業場所 和田障害者交流館および和田区民集会所

就業日 火から土曜日（12月28日から１月４日までを除く）

就業時間 ８時から14時45分（休憩時間45分を含む）１日６時間ま

たは４時間

賃金の計算方法 毎月１日から月末までの業務日数

賃金締日 毎月月末

支払日 翌月10日

支払方法 本人名義の銀行口座振り込み（希望により現金引渡し）

その他 昇給、賞与および退職金なし

なお、「業務内容通知書」（資料4）には、「業務委託契約」や「雇用契約」、

「訓練就業」など、業務の種別について記載された箇所は存在しない。

また、本件連合会は、本件日常清掃業務について、障害者総合支援法に基づ

く就労継続支援Ａ型事業または就Ｂの指定申請をしておらず、最低賃金法第７

条第１号に基づく最低賃金の減額の特例の許可申請も行っていない。
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３ 契約上の業務内容

「障害者が交流館の日常清掃業務の一部を行う」ことは（以下「本件日常清

掃業務」という。）、次のとおりの業務内容である（労働関係法令遵守に関する

報告書別紙９。資料5）。

記

１ 清掃業務にかかる施設の範囲及び履行場所

(1) 杉並区立和田障害者交流館（以下「和田交流館」という。）及び杉並

区立和田区民集会所（以下「和田集会所」という。）

ア 別紙1-ア平面図及び別紙1-イ配置図による

イ 履行場所 杉並区和田二丁目31番21号

(2) 杉並区立高円寺障害者交流館（以下「高円寺交流館」という。）、杉

並福祉事務所高円寺事務所（以下「福祉事務所」という。）及び杉並区

障害者地域相談支援センター（以下「支援センター」という。）

ア 別紙2-ア平面図及び別紙2-イ配置図による

イ 履行場所 杉並区高円寺南二丁目24番18号

２ 一般事項

(1) 和田交流館及び和田集会所並びに高円寺交流館、福祉事務所及び支

援センター（以下「交流館等」という。）の良好な環境衛生維持の確保

に万全を期すること。

(2) 交流館等の各材質の特性を充分確認のうえ最適な清掃資材を使用す

る。

(3) 作業にあたっては、別表1、2「清掃作業基準表」に基づき業務を遂

行する。なお、「清掃作業基準表」に定めのない事項であっても、美観

上、衛生上支障のある場合は随時清掃を行い、万全な清掃業務を遂行

する  。また、支援センターにおいては、水道水の水質検査を業務に

含めることとする。

(4) 業務の終了時には、委託者に報告し、検査を受ける。

(5) 清掃業務にかかる光熱水費は委託者の負担とし、その他消耗品（ト

イレットペーパー、手洗い用石鹸水、防臭剤などを含む）は、受託者

の負担とする。
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(6) その他の留意事項

ア 受託者は、廃棄物の処理等清掃事業に関し、委託者より特別の指示が

あったときは、速やかにこれに従うこと。

イ 清掃にあたっては、交流館等の業務及び使用者に支障がないよう常に

細心の注意をはらうとともに、清掃業務遂行上知り得た秘密の保持に万

全を期すること。

ウ 清掃にあたっては、誠意を持ってこれにあたり、備品その他施設内の

物品等の取り扱い保管には、充分注意すること。

エ 従業員は、業務にふさわしい服を着用とし、努めて清潔にすること。

又、名札をつけ、利用者及び交流館等職員に対して誠実な態度で接する

こと。

オ ごみの収集搬出に関しては、受託者において可燃物、不燃物及び資源

物に分別して行い、処分については、委託者の指示に従うこと  。

カ 清掃作業終了後は、窓、ドアの錠、火の元等を確認し不要灯を消すこ

と。

キ 委託業務が原因となって、従業員のほか委託者又は交流館等使用者な

どの第三者に対し対人対物上の事故が生じ、若しくは、事故を生ぜしめ

た場合、すべて受託者の責任において損害を賠償すること。

ク 清掃機器材の使用方法、清掃作業方法等の過失により建物の一部又は

什器、備品類等を破壊、汚損変色、変形、変質等原型を損なった場合、

受託者は速やかに委託者に報告するとともに自己の負担において当該個

所を原型に復旧させること。

ケ 業務に要する人件費等の経費は、一切受託者の負担とし、受託者は従

業員の労働安全衛生上の対策について万全を期すること  。

コ 従業員の控室、物品の置き場として使用する場所及び使用方法は委託

者が別に指示するものとする。

サ 受託者は、委託期間の終了後は、速やかに残置した清掃器材、清掃消

耗品等のすべてを自己の責任において撤去すること。ただし、委託者が

別に指示した場合は、この限りではない。

３ 作業方法
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別表1、2「清掃作業基準表」に基づくほか次による  。

(1) 床面は、ほうき、化学処理モップ又は掃除機を使用し、塵あい等が

散乱しないように充分に留意して除去すること。又、汚染の目立つ箇所

は水拭き、又は適正な洗剤などを使用し汚れを除去する等つや出しに務

め、清潔感を保持すること。

(2) 玄関、出入り口のドア及び手すりは毎回空拭き又は洗剤拭きを行い、

特に金属部分は研磨剤を用いて清掃し、中性洗剤かステンクリーナー等

により汚れを除去し、専用ポリッシャー等により仕上げ、光沢を失わな

いようにすること。

(3) 便所については、床は水拭きを行い、乾布等で充分に水分を除去す

る。特に汚染の目立つ箇所は洗剤を用いて汚れを除去すること。陶器類

及び洗面台等は、常に適切な方法で洗い拭きし、汚染の目立つ場所は適

正薬品で洗浄し汚れを除去すること。ドア、間仕切りは、水拭きの後空

拭きし特に金属部分は常に清潔を保持すること。汚物入れは、汚物を廃

棄した後、消毒洗浄を行うこと。トイレットペーパー、消毒石鹸液、固

形石鹸等衛生消耗品については、使用に支障が来たさないよう点検し、

必要に応じて補給するこ  。

(4) 屑かごについては、紙屑等を処理し、清掃を行った後定位置に戻す

こと。

(5) 窓枠、幅木等は、埃を払い水拭きする。壁面は羽バタキ等でほこり

を払う。扉の金属等は、空拭きして光沢を出すようにすること。

(6) 扉、間仕切り等は、空拭き又は水拭き清掃を行うこと。

(7) 屋外及び敷地前の歩道部分は、除草及び落ち葉、紙屑等を除去する

こと。

(8) 水道水の水質検査は、週に1回、検査機器を用いて残留塩素量を測定

し、記録すること。

４ 作業日

下記に定める休業日を除く日とする。

(1) 和田交流館及び和田集会所  ①共通  ア毎月第１・第３月曜日  イ年

末年始 12月28日～12月31日・１月１日～１月４日
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(2) 高円寺交流館、福祉事務所及び支援センター  ①共通  ア毎月第3月

曜日（その日が休日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

に規定する休日をいう。）に当たるときは、その翌日） イ年末年始 12

月29日～12月31日・１月１日～１月３日  ウ日曜、祝日  ②高円寺交流

館のみ 12月28日・1月4日  ③福祉事務所のみ 土曜

５ 作業時間

(1) 和田交流館及び和田集会所  ７時30分から14時45分まで。月曜日は

７時から12時まで。

(2) 高円寺交流館、福祉事務所及び支援センター  ７時45分から15時30

分まで。土曜日（福祉事務所を除く）は８時30分から12時30分まで。

４ 清掃員の１日の業務

障害者交流館で働く清掃員たる障害者（以下「清掃員」とする。）は、障害

の種類（主に知的障害者だが、知的及び身体の両障害を持つ者もいる。）、程度

（愛の手帳の３度または４度の方）、特性に至るまで各自異なっていた。

清掃員は、「業務内容通知書（清掃員）」（資料4）に住所氏名を手書きし、

清掃指導員のもとで清掃業務に携わる能力はあった。

清掃員らの多くはグループホームに居住しており、始業時刻である８時まで

にバス等に乗って通勤する。清掃員は、障害者交流館に到着すると自らタイム

カードを押して、始業に備える。

障害者交流館での清掃員による清掃にあたっては、必ず指導員がつく。各清

掃箇所、清掃方法については、前記３項に抜粋したとおりであるところ、その

日にどの箇所のどの掃除を担当するかは指導員が決めて案内し、清掃員は各自

清掃を始める。

清掃員の障害特性によっては、特定の箇所を集中的に清掃し、汚れが残って

いることや、指示を理解せずに清掃作業が進まないことがある。そのような場

合でも、指導員が清掃方法や清掃箇所を声がけしたり、清掃行為を見せるなど

して、各清掃員が清掃業務にあたることのできるよう丁寧に対応する。

清掃員だけでは清掃業務を行いきれないことから、指導員は、各清掃箇所の

チェックだけではなく、再度の清掃や汚れが残っている箇所の清掃なども行っ
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ていた。

清掃員の体調等によっては、頻繁に休憩を取得する必要があることがあり、

業務内容通知書に記載された休憩時間45分にかかわらず、清掃員には、適宜

休憩を取ってもらっていた。そのほかに、清掃員は、10時30分から11時まで

の30分間と12時から13時までの１時間の昼休憩を必ず全員取得していた。昼

休憩の間は、自由に過ごすことが可能であり、各自で昼食をとったり、テレビ

を見ながら休んだりしていた。

終了時間より前に、清掃業務が終了しているときもあるものの、15時まで

はグループホームの管理者が不在にしており、清掃員が帰宅しても安全を確保

できないことから、清掃員は、14時45分頃まで障害者交流館に留めおかれて

いた。しかし、障害者交流館には休憩スペースがなく、利用者も利用するロビ

ーの椅子を使用するほかなかったため、例えば、備品にスタンプを押したり、

側溝のゴミ拾いをするなど、障害者交流館に無理なく滞在できる軽作業を行い、

14時45分頃になると、各自タイムカードを押して退勤する、という流れで過

ごしていた。

５ 清掃員の人数および採用方法

令和５年度には、高円寺に４名、和田に２名、合計６名の清掃員が清掃業務

に携わっていた。このうち、２名の清掃員が一般就労等のため辞めることとな

り、福祉施設等の関係者に相談のうえ、新たに１名の採用があった。

清掃員の募集方法について、本件連合会はあくまで「就業訓練」と位置づけ

ていたことから、ハローワーク等での公募はしておらず、福祉施設等に声がけ

をし、障害の程度や本人に意欲がある場合に面接を実施し、清掃業務を行うこ

とができる状態であると考えた場合には、清掃員として採用するという運用を

していた。

採用された清掃員には、「業務内容通知書（清掃員）」（資料4）を配布し、

業務内容や勤務時間等の説明をしたうえで、通知書に署名をもらい、契約締結

としていた。

第３ 杉並区の関与の経過
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１ 委託契約締結

杉並区は、平成14年３月、本件連合会に対し、同区立高円寺障害者交流館

の管理運営を委託した。本件委託契約は随意契約であった。その後、平成18

年４月、杉並区は、本件連合会に対し、本件委託契約の対象を拡大して同区立

和田障害者交流館の管理運営も委託した。

杉並区は、平成14年３月に区立高円寺障害者交流館の管理運営を委託して

以降、本件連合会が本件日常清掃業務を行っていることを認識していた。

しかしながら、本件日常清掃業務を委託していた部署である障害者生活支援

課（以下「生活支援課」という。）は、本件日常清掃業務を行っている障害者

が労働者であるとの認識はなかった。

２ 区議会における指摘

令和５年９月15日杉並区議会令和５年度第３回定例会において、本件日常

清掃業務について田中ゆうたろう区議会議員から「交流館の清掃スタッフの賃

金の件でありますけれども、清掃員とは雇用契約を結ばずに、最低賃金以下で

働いていただいているという情報も私のもとに寄せられておりますけれども、

区は認識しておりますでしょうか。事実とすれば、基本的に日本も批准する障

害者の権利条約に違反する人権問題ではないか、杉並区でも障害者差別解消法

の周知徹底に取り組む中、行政施設の運営を受託する組織が労働契約書を結ん

でもくれず、不当に安い賃金で実質的な労働支援などあってはならないことで

あります。本来障害者当事者の人権擁護や社会参画を推進すべき障団連が、高

橋会長の恣意的な組織運営の下、真逆のような働かせ方を続けているとすれば、

遺憾と言うほかありません。」との質問を受けて、杉並区は、その問題性につ

いて認識した。

それ以降、生活支援課は、本件日常清掃業務が最低賃金法に違反するのか、

違反するとして対応方法にはどのような方法があるのかについて検討し、本件

連合会に対し検討を促した。

３ 令和５年12月１日の意見交換

生活支援課は、令和５年12月１日、本件連合会と本件日常清掃業務の問題
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性について意見交換を行った。

生活支援課は、本件連合会に対して、本件日常清掃業務が最低賃金法に違反

する場合に、i最低賃金を支払う、ii労働基準監督署に最低賃金に係る減額の特

例申請を行う、iii作業所に日常清掃業務を委託し、現在当該清掃業務を行って

いる障害者を引き継いで貰うことを案として考えた。

ただし、iに関して、現状では６時間のうち休憩時間が90分以上あるので、

休憩時間と労働時間を実状にあわせて最低賃金を支給する方法をとる、この場

合、最低賃金を支給した場合、訓練就業であったことを否定する、指導員を置

く必要性があるか等の疑義が生じる、ii最低賃金の減額特例の申請を行うとし

ても、同特例が障害者ごとの能力に応じた減額率が決まることになるので働く

人ごとに時給が変わることになり、障害者の間で不平等と感ずることになりか

ねないなどの問題点があることなども議論した。

当日は、上記iからiiiのうちで方向性が決められなかったことから、生活支

援課は、本件日常清掃業務が最低賃金法に違反するかについて、本件連合会と

ともに、労働基準監督署に相談することとした。

第４ 労働基準監督署からの指摘－令和５年12月21日の面談

本件連合会と生活支援課は、令和５年12月21日、新宿労働基準監督署（以

下「労基署」という。）に出向いて、本件日常清掃業務が最低賃金法に違反す

るかについて相談した。

１ 生活支援課からの説明

生活支援課から、労基署に対し、本件日常清掃業務について次のとおり説明

した。

記

本件日常清掃業務の清掃員が障害者であり、１人では清掃業務ができない。

作業は一般の人が３から４時間で終わる内容を６時間かけて行っている。

清掃員が業務に集中できないので休憩時間を長めに取っている。

清掃員は実態として清掃ボランティアのような側面があり、就Ｂの工賃のよ

うな形で報酬を支払ってきたが、最低賃金の減額特例の申請は行っておらず、

法的な裏付けがない状況である。
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清掃員のほとんどがグループホームに住んでおり、日中はスタッフがいない

ので、日中にグループホームに帰せない。グループホームに帰せない時間は、

余暇の要素があり、そのため休憩時間を長く取っている面もある。

２ 本件連合会からの説明

本件連合会から、労基署に対し、本件日常清掃業務について次のとおり説明

した。

記

清掃員に対して業務内容通知書という書類を配布している。

業務通知書には雇用の文字の記載があるが、雇用契約書を見本にして長年使

用していると思われ、団体としては、雇用ではなく、個々に契約を結んでいる

認識である。

清掃員の障害種別は、知的障害者であり、知的障害と身体障害の両方ある方

もいる。

就Ｂに行くような障害の程度ではないものの、一般就労は難しい狭間にいる

方々に清掃業務に従事していただいている認識である。

清掃員は、最低賃金を支払えるほどの業務を行えておらず、人によって能力

差もある。

１日の半分休んだときは報酬を減額することもあるが、少し遅刻したからと

言って報酬を減額することは行っていない。

清掃員の報酬は、就Ｂに通っている方の工賃の約３倍から４倍である月額５

万円から６万円であるが、一般就労と比較すると半分程度の報酬となっている。

報酬の金額は、最低賃金の５割程度を目安としている。

３ 労働基準監督署の説明

以上の生活支援課と本件連合会からの説明を受けて、労基署は、次のとおり、

説明した。

(1) 最低賃金について

雇用契約を結んでいるのであれば、原則どおり最低賃金を支払う必要がある。

最低賃金を適用しないのであれば、労基署に減額特例の申請を行い、許可を
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とる必要がある。

(2) 減額特例の申請について

減額特例の申請を行うにあたっては、一般の方との比較を定量的に判断して

いくこととなる。

知的障害者ということで単に作業時間だけで判断することが難しい場合でも

事前に手順を細かく決めた上で求められる水準に対する作業時間を測定するな

どが考えられる。

まずは、労働者性の有無を判断し、労働者にあたると判断されれば、減額特

例の許可申請を行い、許可されるまでは、最低賃金を支払う必要がある。

減額率は、個別に設定するほか、減額幅が一番少ない方に合わせ、一律の報

酬にすることは可能である。減額特例は、その人の能力以上の報酬を支払うこ

とを妨げるものではない。

減額特例の申請を行った場合、労基署が現地に状況を確認しに出向くことに

なる。

(3) 労働者性について

労働者にあたるかどうかは、使用従属性（仕事に対して指揮・命令があるか）

や報酬の労務対象性（労務に対して報酬が支払われているか）という観点があ

る。時間・場所の拘束や、具体的な仕事の指示を受けているか、また遅刻を行

ったときにペナルティがあるかということも判断の要素となる。

作業を行わなかった場合に、報酬を支払わないことについては、ペナルティ

にはあたらないと考えられる。例えば、遅刻により、報酬の減額を行っている

場合は、ペナルティにあたる。

「労働者性」の判断基準チェックリスト（以下「チェックリスト」という。

資料6）があるので、そのチェックリストを利用して総合的に判断するとよい。

チェックリストは、基本の判断基準と補強の判断基準に分かれている。基本

の判断基準で労働者に該当すると判断されるようであれば、補強の判断基準が

あくまで補強のためであるので、補強の判断基準の判断に関係なく、労働者に

該当することになる。

個別の事案について、労基署が相談に応じて判断結果を示すことはないが、

本件連合会がチェックリストを作成した場合に、労基署にて内容を確認し、参
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考意見を伝えることは可能である。

(4) 労働者性の判断後

ア 労働者に非該当の場合

労働者にあたらない場合は、最低賃金を支払う必要はない。

ただし、現在の業務内容通知書が労働契約書のような内容になっているのた

め、記載内容を変更したほうが良いと思われる。

あるいは、雇用契約にあたらないこと、労働基準法に該当しないことを、本

件連合会と清掃員との間で事前に合意しておく必要がある。

イ 労働者に該当する場合

労働者に該当する場合には、労基署に減額特例の申請を行い、許可を取るこ

とになる。

４ 本件連合会の労働者性についての判断

労基署から前３項のとおりの説明を受け、本件連合会は、清掃員が労働者に

該当するかについて、令和５年12月21日以降検討し、令和６年３月ころに結

論を出して、労基署に自らの考えを伝えた。

本件連合会が、清掃員が労働者に該当するか否かについて、認定した内容は

次のとおりである（太字がチェックリストの項目、それ以外が本件連合会の判

断内容である。資料7）。

記

１「使用従属性」に関する判断基準

(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準

イ.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無－－－－－－－否定

指導員から指示をするが、清掃員は指示を拒否できる。例えば、動ける程の腰痛

であっても、訓練を拒否できるとして、諾否の自由があると判断した。

ロ.業務遂行上の指揮監督の有無

(ｲ) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無－－－－－－－－－－肯定

業務遂行上の指揮監督について、指導員から指揮命令はあると判断した。

(ﾛ) その他

◎「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事す
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ることがある。－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーー－－－－－否定

依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することはない。時間が

空いた際にはシュレッダーを使用して文書を破棄することはあるが、時間が空かな

ければ、通常どおりの清掃を行うとして、通常以外の業務従事していないと判断し

た。

ハ.拘束性の有無(勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されている。）－－否定

勤務時間として管理しているわけではなく、グループホームへの入所可能時間等、

清掃員の住環境（住まいにいられない時間）により、障害者交流館に滞在する時間

を管理しているから、拘束性なしと判断した。

ニ.代替性の有無(指揮監督関係の判断を補強する要素)

◎本人に代わって他の者が労務を提供することが認められている、また、本人が

自らの判断によって補助者を使うことが認められているなど、労務提供の代替性が

ある。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－否定

清掃員の職業訓練の側面から作業して貰っているので、代替者や補助者は特に設

けておらず、清掃員が清掃できない場合は、清掃指導員が清掃しているから、代替

性なしと判断した。

(2)報酬の労務代償性に関する判断基準

◎報酬の性格が使用者の指揮監督のもとに一定時間労務を提供していることに対

する対価と判断できる。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－肯定

職業訓練ではあるものの、作業に対する対価として、謝礼を支払っていることか

ら、対価性をみとめた。

２ 「労働者性」の判断を補強する要素

(1)事業者性の有無

イ.機械、器具の負担関係－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－否定

機械、器具は、本件連合会が準備しているから、労働者性を否定している。

ロ.報酬の額（報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に

比して著しく高額である）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－肯定

謝礼の意味合いが強く、正規従業員に比して高額ではない。

ハ.その他
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業務遂行中の損害に対する責任を負う－－－－－－－－－－－－－－－－－－肯定

業務遂行上の損害に対する責任を負うことはなく、労働者性を肯定する。

独自の商号使用が認められている等－－－－－－－－－－－－－－－－－－－肯定

独自の商号使用は認められていないから、労働者性を肯定する。

(2)専属性の程度

イ.他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困

難である（専属性の程度が高く、経済的に当該企業に従事している）－－－－肯定

他の業務に従事することは事実上困難であるから、労働者性を肯定する。

ロ.報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、その

額も生計を維持し得る程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いとみとめ

られる－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－否定

訓練における謝礼という扱いであり、生活保障的な要素はない。

(3)その他

イ.採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同じであるこ

と－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－否定

関係団体からの紹介により採用し、正規職員はハローワークや区の広報等により

公募しにより採用しており、同じではない。

ロ.報酬について給与所得として源泉徴収を行っていること－－－－－－－－－否定

源泉徴収を行っていない。

ハ.労働保険の適用対象としていること－－－－－－－－－－－－－－－－－－否定

労働保険の適用対象としていない。

ニ.服務規律を適用していること－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－否定

就業規則は適用対象外であり、服務規律は特にない。

ホ.退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を労働者と認識し

ていると推認されること－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－否定

退職金制度、福利厚生等の適用をしていない。

総合評価

障害者で一般就労が難しい方に就業訓練として清掃を行って貰っている。訓練で

あることから、健常者である清掃指導員とともに清掃を行い、作業に対する対価と

して、謝礼を支払っているが、本来であれば、清掃指導員のみでも清掃業務を完遂
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可能なものであるところ、ワークシェアリングを行い、障害者への社会参加及び一

般就労に向けた訓練として、清掃業務を行ってもらっている。また、訓練時間など

は、清掃指導員により管理されているが、あくまで、障害者のグループホームへの

帰宅時間を勘案して管理されている。以上から、清掃業務を完遂するための労働者

には当たらないものとする。

チェックリストに基づいて労働者性を判断するに際して、本件連合会は、チ

ェックリストの文言解釈に自信がないときに杉並区に相談したものの、文言解

釈について労基署に相談することなく、あるいはチェックリストの判断につい

て法律の専門家に相談することはなく、チェックリストに関する参考論文など

を参照することもなかった。

本件連合会は、認定の結果（資料7）、清掃員が労働者に該当しないと判断

した。

５ 本件連合会が労働者ではないと判断した後

本件連合会は、清掃員が労働者に該当しないと判断したものの、上記第二、

第４、３(4)ア記載のとおり、労基署が本件連合会に対して雇用契約ではない

ことの合意書等を作成することについて説明していたにもかかわらず、本件連

合会は、合意書等を作成することはなかった。

(1) 生活支援課の関与

生活支援課は、令和６年３月以降、労基署に対し、本件連合会が作成したチ

ェックリストの記載内容について確認し、チェックリストの文言解釈について

教示を受けた。

その内容について、生活支援課は、本件連合会に伝えた。

(2) 本件日常清掃業務の終了

指導員が辞め、新たな指導員が見つからなかったことから、令和７年３月3

1日をもって、本件連合会は、杉並区からの受託契約の中の日常清掃業務の受

託を終了した。

(3) 清掃員のその後

本件日常清掃業務の受託が終了した後、令和７年３月31日まで本件日常清
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掃業務を担当していた清掃員５名は、２名が一般就労し、１名が就労移行支援

を利用し、２名が就Ｂを利用することとなった。

一般就労した者のうち１人は、本件日常清掃業務を２０年近く担当し、もう

１人は約１０年担当していた。

就労移行支援を利用した者も、本件日常清掃業務を１０年近く担当していた。

就Ｂを利用した者のうち１人は、本件日常清掃業務を２０年近く担当し、も

う１人は１年に満たない期間担当していた。

(4) 現在の日常清掃業務の時間等

本件連合会は、令和７年４月以降、障害者交流館の日常清掃業務を受託しな

くなり、杉並区は、本件連合会以外に障害者交流館の日常清掃業務を委託して

いる。

現在、高円寺障害者交流館の日常清掃業務は、月から金曜日は４名が担当し、

４時間３名、２時間１名で、延べ合計14時間、土曜日は１名が３時間で業務

を行っている。

和田障害者交流館の日常清掃業務は、１名が休館日以外毎日２時間行ってい

る。

第５ 小結

以上の事実をもとに、本件日常清掃業務に関して、次項以下において当職ら

の意見を申し述べる。

第三 ①当該障害者らの労働者としての実態の有無

第１ 労働者性について

労基署は、令和７年７月31日、本件日常清掃業務の清掃員に対して最低賃

金法の適用があると判断して、違法状態について是正を勧告しており、清掃員

が労働者であることを認めている。

当職らも、清掃員には労働者としての実態があるものと判断しており、以下、

チェックリストの項目にしたがって、清掃員の労働者の実態について説明する。
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１ 「使用従属性」に関する判断基準

(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準

イ.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無

仕事の依頼、業務従事の指示等に対して拒否する自由を有しない、すなわち、

委託者から具体的な仕事の依頼あるいは指示を受けた場合に、これを受けるか

受けないかを受注者が自ら決定できることは、指揮監督関係の存在を推認させ

る重要な要素と解される。

本件の和田障害者交流館及び和田区民集会所における清掃業務は、いくつか

の作業からなる業務である。仕事内容としては、トイレや廊下、玄関ドアや手

すり等の拭き掃除、ホワイトボードの清掃、石けんを初めとする消耗品の補充、

紙くずの処理などである。

確かに、個々の作業単位では、清掃員が作業を断ることもできる。

しかし、指導員が全体の清掃スケジュールを決めており、その指示に従って

清掃員が清掃を行うなかで、グループワーク的に清掃業務に従事することは変

わらず、ある場所の清掃業務を断ったとしても、指導員から、別の箇所の清掃

を頼まれる。そのため、事実上、清掃業務を自由に断れるわけではなかった。

勤怠管理についても、火曜日から土曜日の８時から14時45分と決まってお

り、清掃員は、欠勤はできるものの、かかるスケジュール通りに出勤すること

が原則とされていた。

したがって、本件日常清掃業務において、清掃員には、仕事の依頼、業務従

事の指示等に対する諾否の自由はなかった。

ロ.業務遂行上の指揮監督の有無

(ｲ) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無

業務の内容、遂行について具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督

関係の基本的かつ重要な要素と解される。

本件の各清掃場所は、指導員が、全体の作業量や作業場所をもとに決め、床

や窓などの清掃方法も個別に決める。また、当日の清掃スケジュールや清掃場

所、清掃の順番、清掃完了の確認は清掃員が行う。どこを清掃するか、どのよ

うに清掃を行うのか、細部に至るまで指導員が指導を行う。
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施設の利用状況によっては、受託者都合で業務内容（清掃箇所）を変更され

ることもあり、作業の内容や遂行方法について指示を受けることもあった。

清掃員の清掃業務が早く終わって空き時間ができた場合、主たる業務以外の

業務にも従事していた。

他方で、服装に関する細かい指定はなく、不潔にならない程度の一般的な私

服であれば、どのような服装であってもよかった。

また、清掃の水準としても、必ず高品質かつ高水準のものが要求されている

わけではなく、拭き残しがあったり、或いは一部分の清掃に集中するあまり、

他の清掃箇所がおろそかになることもあったが、そのような場合に、指導がな

され、ペナルティを課されることはなかった。

(ﾛ) その他

◎「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事

することがある。

依頼等により通常予定されている業務（前記第二、第２、３項記載の業務）

以外の業務に従事することもあった。

例えば、シュレッダーを使用して文書を破棄、建物外の側溝の清掃など、時

間が空いたときには通常以外の業務に従事した。

ハ.拘束性の有無(勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されている。）

使用者から、勤務場所や勤務時間が指定され、管理されていることは、指揮

監督関係の基本的な要素と解される。なお、この指定が業務の性質等によるも

のか、業務の遂行を指示命令する必要によるものかは、見極めることが必要と

される。

本件では、業務の場所は障害者交流館と決められている。

そもそも清掃場所が障害者交流館である以上、その場所で清掃業務を行わざ

るを得ないのであって、勤務場所の指定は業務の性質によるものである。

他方で、勤務時間については、８時から14時45分まで（または８時15分か

ら15時まで）と指定されていた。

そして、清掃業務に関しては、委託契約上の清掃業務が終了してからは軽作

業に従事することが多かった。これは、清掃員らが入居するグループホームは、

スタッフが午後の業務を開始する時間である15時に合わせて清掃員を帰宅を
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させるためであり、スタッフ不在の中で帰宅させると、安全性の確保ができな

いことが理由であった。

清掃員は、軽作業として備品へのスタンプ押しや文書のシュレッダーによる

破棄などをおこなっていたところ、前記第二、第２、「３ 契約上の業務内容」

に記載した本件日常清掃業務の範囲ではなかったが、前記のとおり清掃員らの

安全を確保する目的で行われていた。しかし、いずれにしても、清掃員らは、

14時45分までは障害者交流館を離れることはできず、時間的拘束性があった

と言うほかない。

ニ.代替性の有無(指揮監督関係の判断を補強する要素)

◎本人に代わって他の者が労務を提供することが認められている、また、本人

が自らの判断によって補助者を使うことが認められているなど、労務提供の代

替性がある。

代替性の有無とは、本人に代わって他の者が労務を提供することが認められ

ているかどうかを指すものと解する。

本件日常清掃業務について、各清掃員は、自分の都合が悪いからといって、

誰か他の人に代役を頼んで清掃業務を行ってもらう、あるいは清掃員が自分の

判断で補助者を使うといったことはそもそも想定されておらず、認められた例

はない。そのため、本件日常清掃業務に代替性はない。

(2)報酬の労務代償性に関する判断基準

◎報酬の性格が使用者の指揮監督のもとに一定時間労務を提供していることに

対する対価と判断できる。

報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による僅差が少ないか、

欠勤に対する報酬控除、残業に対する手当支給等、報酬の性格が使用者の指揮

監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合に

は、「使用従属性」を補強することになると解される。なお、報酬の名目如何

によって、使用従属性の判断が左右されることはない。

本件日常清掃業務は、業務内容通知書によると、清掃員の「基本賃金」は「８

時から14時45分」が「１日あたり3450円」で、８時から12時までが「１日当

たり2300円」と決められている。すなわち、報酬は日給を単位として計算さ
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れている。休んだ場合には日給が支払われず、作業量や成果といった「仕事の

出来」によって報酬は変化しない。なお、清掃員らに手当てが支給されたこと

は無い。

以上から、清掃員に対する報酬には、労務代償性が認められる。

２ 「労働者性」の判断を補強する要素

(1)事業者性の有無

イ.機械、器具の負担関係

仕事に必要な機械、器具等を、発注者と受注者のどちらが負担しているかが、

事業者性の有無を基礎づける。特に、本人が所有する機械、器具等が著しく高

価な場合には、自らの計算において事業を行う事業者としての性格が強いと解

される。また、仕事に対して発注者から受け取る報酬の額が著しく高額ではな

いかも着目すべき点である。

本件で、掃除に使用するモップや雑巾といった清掃用具は、すべて本件連合

会が用意し、清掃員に提供していた。そのため、清掃員らが自ら持ち込んで使

用する掃除用品や備品は無かった。

ロ.報酬の額（報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従

業員に比して著しく高額である）

報酬の額は、最低賃金と比して低額であり、著しく高いということはなかっ

た。

ハ.その他

業務遂行中の損害に対する責任を負う

本件の清掃員が、業務遂行上の損害に対する責任を負うことはない。

独自の商号使用が認められている等

本件の清掃員が商号を使用することはなかった。

以上から、本件の清掃員に、事業性は認められない。

(2)専属性の程度

イ.他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事

実上困難である（専属性の程度が高く、経済的に当該企業に従事している）
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他者の業務に従事することが制約され、事実上困難な場合には、専属性の程

度が高いと解される。

本件の清掃員は、契約書において兼業を禁止されていない。

ロ.報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、

その額も生計を維持し得る程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強い

とみとめられる

報酬に固定給部分があるなど、その額が生計を維持しうる程度のものである

など生活保障的な要素が強い場合にも、労働者性を補強するものと考えられて

いる。

本件の清掃員に対する報酬は、低額であることから生活保障的な要素は見受

けられない。他方で、清掃員らの稼働実態として、１週間の作業は火曜日から

土曜日までの週５日、時間も８時から14時45分であり、事実上、他の業務と

兼ねることは難しかった。清掃員が受領している報酬は、最低賃金に満たない

額であり、生活保障的な意味での給与ももらっていなかった。

したがって、専属性の程度は極めて低いといえる。

(3)その他

イ.採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同じで

あること

本件連合会の正規職員はハローワークや区の広報等により公募しているが、

本件の清掃員は、本件連合会の関係団体からの紹介により採用していることか

ら、正規従業員の採用方法とは違う。

ロ.報酬について給与所得として源泉徴収を行っていること

本件の清掃員に対する報酬について、源泉徴収を行っていない。

ハ.労働保険の適用対象としていること

本件の清掃員を労働保険の適用対象としていない。

ニ.服務規律を適用していること

本件の清掃員は、就業規則の適用対象外であり、服務規律は特にない。

ホ.退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を労働者

と認識していると推認されること
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本件の清掃員に退職金制度、福利厚生等の適用をしていない。

総合評価

労基署が説明するとおり、チェックリストのうち使用従属性について労働者

性が認められれば、事業性の有無はあくまで補強の判断基準である。

本件では、使用従属性について、清掃員らに労働者性を否定しうる要素とし

ては、「(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準 イ.仕事の依頼、業務従

事の指示等に対する諾否の自由の有無」である。

前記のとおり、本件の清掃員に仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否

の自由はなかったと評価したが、仮にこの要素において諾否の自由があったと

評価したとしても、他の判断基準から、本件の清掃員には総合的に使用従属性

が認められる。もちろん、本件の清掃員に事業性の要素は皆無である。

第２ 障害者であることの考慮および配慮

１ 就労継続支援A型事業場との対比

本件連合会は、清掃員の働き方について、一貫して障害者に対する就業訓練

としての特殊性、すなわち、清掃員として働く障害者はその障害の程度から一

般就労は難しいのであって、障害特性からして近くで見守りの必要があり、労

働ではなくあくまで「訓練である」旨を述べていた。

前記第一、第２、２項において説明した障害者総合支援法に基づく就労継続

支援により作業を行う障害者の労働者性については、就労継続支援事業場の類

型に応じて、以下のように整理されている。

「原則として障害者と雇用契約を締結し就労継続支援を行う就労継続支援A

型事業場と雇用契約を締結して就労の機会の提供を受ける者は労基法上の労働

者に該当する。

これに対し、A型事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける

者、および、障害者と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける者につ

いては、事業場への出欠、作業時間、作業量等の自由があり指揮監督を受ける

ことなく就労するものとされていることから、基本的には労基法上の労働者に

は該当しないものとされている。

もっとも、その実態がこのような想定とは異なり、指揮監督を受けて労働し
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その代償として報酬を受けている関係にある時には、労基法上の労働者と認め

られうる。」（水町56頁。資料9。平成18・10・２基発1002004号、平成19・５

・17基発0517002号。）

前記の就労支援における労働者性の考え方からわかるように、障害者の就労

にあたり、訓練の必要性、配慮の必要性によって労働者性が否定されるのでは

ない。就労継続支援事業場との指定を受けた場所で働くことを前提に、かかる

事業場と雇用契約を締結しているか否かによって、労働者性の一次的なスクリ

ーニングが行われる。さらにそのうえで、就労の実態をみて、「指揮監督を受

けて労働しその代償として報酬を受けている関係にある」場合には、労働者と

して判断される。

２ 減額特例の申請について

減額特例の許可は、次の基準にしたがって行われている。

「１ 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者（法第７条第１号

関係） ⑴ 精神又は身体の障害がある労働者であっても、当該労働者に従事さ

せようとする業務の遂行に直接支障を与える障害があることが明白でない場合

は許可しないこと。 ⑵ 当該業務の遂行に直接支障を与える障害があることが

明白な場合であっても、その支障の程度が著しい場合に限り許可すること。

ここでいう「支障の程度が著しい場合」とは、当該労働者の労働能率の程度

が当該労働者と同一又は類似の業務に従事する労働者であって、減額しようと

する最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、最低位

の能力を有するものの労働能率の程度にも達しないものを意味すること。」

（資料9：「最低賃金法第７条の減額の特例許可事務マニュアルの作成につい

て」 の一部改正について）

このように、障害者だからといって一律に最低賃金を下回る賃金が認められ

るものではなく、仮に最賃法７条に基づく減額を行うのであれば、これに従っ

た申請及び許可が必要であった。

以上のとおり、本件連合会の主張するとおり、障害者の特性により訓練就業

を提供し、その目的が障害者の雇用を促進する障害者雇用促進法および障害者

総合支援法の法の趣旨に合致するものであったとしても、本件の清掃員に対し
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て、法律上の根拠なくして最低賃金を支払わなかったことは違法というほかな

い。

３ 障害者に対する合理的配慮との関係－清掃員が自由に休憩を取れた

本件連合会は、労働者性の判断において、休憩時間を自由に取得できたこと

が、労働者性を否定する事情にあると説明することから、この点についても付

言する。

確かに、休憩を自由に取れること、個々の作業を断ることができ、かつ、作

業を断ったとしてもペナルティがないことは、労働者性を否定する要素と結び

つく。

しかし、他方で、障害者が就労するにあたっては、障害者の特性に応じた配

慮が使用者に義務付けられている。これは民法の一般条項（民法90条、民法

１条２項）に基づくものである（阪神バス事件・神戸尼崎支決平24・４・９

労判1054号38頁。資料10）。

前記第一、第２、１(2)のとおり、障害者雇用促進法は、事業主に対して、「合

理的配慮」を義務付け（36条の２、36条の３）、合理的配慮が使用者に義務付

けられている。もっとも、いずれの措置も事業主に「過重な負担を及ぼすこと

となるときは、この限りではない」と規定されており、過重な負担とならない

「合理的配慮」の範囲は、厚生労働大臣の定めている指針（35条の５。「均等

な機会の確保等に関する指針（合理的配慮指針）[平２７厚労告１１７号]を参

考にしつつ客観的に判断されるべきとされる。

同法の合理的配慮からすると、障害者である清掃員に適宜休憩を取得させた

り、個々の障害特性に応じた配慮をすることは、労働者性の判断に影響を及ぼ

す側面もあるものの、労働者に対する配慮義務の一環として包摂されるもので

もあり、必ずしもかかる事情をもって労働者性が否定されるものではない。

第３ 目的の正当性

本件連合会が、障害者を保護・擁護する立場から、障害者の雇用を促進する

ための就労訓練を実施した目的は障害者雇用促進法の趣旨に合致し正当であ

り、何ら批判すべき点はない。また、障害者の特性を考慮した合理的配慮がな
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されていた点も、障害者雇用促進法に合致している。

しかしながら、目的が正当であるからといって、本件の清掃員が労働者に該

当しないという評価にはならない。もちろん、目的が正当であるからといって、

法律上の根拠なくして、最低賃金を充たさない代償を支払うことを正当化する

ものでもない。

第四 ②杉並区の法的または道義的責任の有無

第１ はじめに

１ 本件連合会の責任

前記第三のとおり、障害者交流館で働く清掃員は「労働者」であり、労働基

準法の適用を受けるべき者であった。

しかるに、本件連合会は各清掃員に対して、東京都の最低賃金（参考までに、

東京都の最低賃金は令和5年４月１日から同年９月30日までは1072円、令和５

年10月１日から令和６年３月は1113円である。）を下回る賃金しか支払ってい

なかった。

したがって、本件連合会は、清掃員らに対し、最低賃金と既払金との差額を

速やかに支給すべきである。

２ 報酬金額の相当性

本件連合会が障害者交流館の日常清掃業務の受託を終了した後、令和７年４

月以降、時間に換算すると、高円寺交流館では１日当たり延べ14時間、和田

交流館では１日当たり２時間で足りている。

これに対し、本件連合会が受託していたときは高円寺交流館では時間換算に

して延べ約30時間以上、和田交流館では延べ約18時間を清掃時間としていた

ことと比較すると、清掃時間が格段に短くなっている。

令和７年４月以降の清掃人数・清掃時間からすれば、清掃員に対し、最低賃

金の半額程度を支払っていたことも金額として特段不当ということはない。

むしろ、清掃員に対する報酬の財源が、区民等の税金であり、税財源を適切
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に使用すべき観点からすれば、労働に対する相当な対価を支払うべきではある。

３ 問題点

いずれにしても、本件清掃員に対する報酬の金額に法律上の根拠がなかった

ことは問題である。

この場合の杉並区の法的責任または道義的責任について、次項以下で論ずる。

第２ 杉並区と本件連合会との委託契約の内容

杉並区は、令和５年４月１日、本件連合会との間で、杉並区立和田障害者交

流館および杉並区立高円寺将棋者交流館運営委託管理について、前記第二、

第１、１記載のとおり、履行期間を令和５年４月１日から令和６年３月31日

まで、契約金額を金5654万9651円として、本件業務委託契約を締結している

（資料1）。

本件業務委託契約の締結にあたって、杉並区は、本件連合会から仕様書

（資料2）および事業計画書（資料3）の提出をうけている。

第３ 本件連合会から杉並区に対する報告内容

１ 履行評価表の受領（資料11）

杉並区は、令和５年11月１日に、本件連合会事務局長を評価者とする「履

行評価表」の提出を受けた（資料11）。

仕様書に添付された書式を使用して「履行評価表」は作成され、内容として

は「各届け出書類、報告書類が指定期日までに提供されている」「収集した個

人情報の管理及び情報セキュリティ対策が適切に行われている」「従事者は清

潔で節度のある、動きやすい服装で業務にあたっている」など、主に障害者交

流館の管理業務そのものの履行の提供が適切に行われているかを確認する内容

となっている。

２ 労働関係法令順守に関する報告書の受領（資料5）

同日、杉並区は、本件連合会から「労働関係法令順守に関する報告書」の提

出も受けた（資料5）。
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内容としては、本契約に従事している者の人数、「雇用契約」を締結してい

る者につき、「本業務の従事者に対して適正な雇用契約を締結している」か、

「労働条件は関係法令に照らして適正であり、従業員にも明示している」か、

「最低賃金法に定める賃金以上の賃金を支給しているか」等の確認を行うもの

である。

これら各項目につき、本件連合会は、いずれも「はい」にチェックをつけて

おり、生活支援課もかかる記載を確認している。

第４ 杉並区に生じる責任

清掃員らが雇用契約を締結している相手方は、本件連合会であるから、契約

締結上の債務不履行責任を一次的に追うべきは本件連合会となる。

杉並区が、清掃員との間で雇用契約等を直接締結していない以上、債務不履

行責任はない。

では、杉並区が、清掃員に対して、不法行為責任を負うのか。

１ 清掃員の労働者性について認識する契機

そもそも本件においては、契約締結に際して提出された事業計画書（資料3）

に「清掃員は、訓練就業（労働基準法適用外）」との記載があったことから、

杉並区は、契約締結時より清掃員の労働者性の問題を認識していたあるいは認

識しえたことになる。

２ 杉並区公契約条例の存在と条例の趣旨

また、本件業務委託契約は、単なる業務委託契約ではなく、公と民（に準じ

る団体）の間での契約であり、後述のとおり、杉並区は公契約条例を制定し（杉

並区条例第16号。以下「公契約条例」という。資料12）、労働環境整備の取り

組みをしている中で、かかる事態を招来した責任は重いものと思料する。

杉並区と本件連合会とは本件業務委託契約を締結しているところ、受託者で

ある本件連合会は、本来、どのような形態で業務を受注するのか、言い換える

と、労働者を何名雇うのか、さらにフリーランスに業務を依頼するのか、報酬

をいくらとするのかということは契約自由の範囲である。

もっとも、これは完全に自由というわけではなくて、杉並区は「杉並区公契
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約条例」（資料12）を制定していることから、受託者は、この条例に従う範囲

内で自由に契約を締結しうるということになる。

なお、公契約条例の適用関係をみると、公契約条例第２条は、対象となる公

契約を定義づけ、同条３号「イ 区が発注する工事及び製造以外の請負契約並

びに業務委託契約のうち予定価格が 1000万円以上のもの」であって、規則で

定められた「建物清掃業務」「建物総合管理業務」はこれに含まれる（公契約

条例は、対象となる公契約を「特定公契約」と定義づける。）。

本件日常清掃業務は、他の運営管理業務と含めて5654万9651円で委託され

ており、1000万円以上の委託料で委託されていることから、公契約条例の対

象と考えられる。公契約条例の対象とすれば、労働者に対しては、区が定める

下限額を上回る賃金の支払いがされる必要があるなど、一定の制限がかかり、

本件の清掃員に対する報酬支払についても法律上の根拠なくして支払われる自

体を回避できたと考えられる。

本件業務委託契約が、公契約条例施行規則のうち「建物清掃業務に関する契

約（第１号）」、「建物総合管理業務に関する契約（第２号）」、「庁舎その他の

施設の受付業務に関する契約（第５号）」に該当しうるところ、当該契約に占

める清掃業務の割合はわずかであるため、契約全体としては建物清掃業務とは

言えず、機械設備点検等が除かれていることから、建物総合管理業務に関する

契約にもあたらない。

また、本件業務委託契約が、公契約条例の受付業務に関する契約に該当しう

るところ、杉並区は、令和２年７月に開催された「契約制度検討会」において、

当該契約は受付業務を含むものの「事業委託に類する契約」であると評価し、

特定公契約の対象としなかった。

このように、杉並区は、公契約条例施行規則３条に該当しないとして同条例

を適用しなかったものであり、同条例の立法趣旨からすれば、適用しなかった

ことに問題性がある、あるいは障害者団体が受託者となる場合には必ず適用す

る条例に制定しなかったことにこそ問題がある。

３ 杉並区は「訓練就業（労働基準法適用外）」と報告を受けていた

このような中で、杉並区は、本件連合会から報告を受けていた事業計画書
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（資料3）に「清掃員は、訓練就業（労働基準法適用外）」との記載を認識し

ながら法律上の根拠について確認することなく、契約締結段階ならびにその後

の履行評価表（資料11）および労働関係法令順守に関する報告書（資料5）の

提出段階に、かかる問題点を指摘しなかった杉並区の姿勢に問題がないとはい

えない。

しかし、これが、果たして杉並区の清掃員に対する不法行為を構成するだけ

の過失といえるかというと疑問はある。

本件業務委託契約を締結するにあたって、受注者側がどのような形で受注を

するかは自由であり、仮に行政という特殊性や公契約条例の存在を前提にした

としても、杉並区に高度の予見可能性を課すのは難しいのではないか。

付言するに、本件連合会が最低賃金額を下回る賃金しか支払っていないこと

だけでは、不法行為を構成するとは言いがたく（未払賃金等請求事件・東京地

判令４.１.19労働判例ジャーナル123-20。資料13）、したがって、受託者が最

低賃金を下回る賃金を支払っていたという事実だけでは、委託者である杉並区

に共同不法行為責任が生ずるとも言いがたい。

４ 問題点と問題の解消方法を明確に認識した

杉並区は、令和５年９月１５日の区議会における区議からの指摘を受けて、

本件日常清掃業務の問題に積極的に関与するようになった。

すなわち、令和５年12月１日本件連合会と意見交換の場をもち、令和５年1

2月21日労基署の相談に同行して、労基署から前記第二、第４、３項のとおり

の説明を受けた。

その結果、杉並区は、本件日常清掃業務についての問題点について明確に把

握し、問題点の解消方法についても認識した。

５ 問題点の解消から消極的となった

杉並区は、本件日常清掃業務の問題点とその解消方法を明確に認識したにも

かかわらず、チェックリストについての事実確認、文言解釈および判断を本件

連合会に委ね、本件日常清掃業務の問題点の解消に消極的となった。

確かに、本件日常清掃業務の問題点は、契約の当事者である本件連合会と清
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掃員との間で発生していることであり、本件業務委託契約の委託者である杉並

区に第一次的な責任はなく、法律・条例等に定められた事項以外に公権力を行

使すべきではない。

しかしながら、清掃員が自己の権利を擁護する能力も劣っている障害者であ

る特殊性に鑑みると、積極的に関与を始めて問題点とその解消方法を明確に認

識した以上、障害者福祉の観点から関与を継続し、問題点の解消について確認

すべきであった。

しかも、杉並区は、業務内容通知書（資料4）の記載内容が変わったかどう

かの確認もしていない。そのため、区議からの指摘を受けても、障害者交流館

の清掃員に対する問題は何ら改善することなく、労基署からの是正勧告を受け

るに至っている。

６ 杉並区公契約に従う場合

仮に、同様の事案において、近時導入した杉並区公契約条例の相談・申し出

フォーム等から申し出がなされれば、必要に応じて受注者に対して報告要求書

または立入調査通知により、賃金の支払いに関する報告の要求や立入調査を行

うことができる。

このような対応は、あくまで受注者の下で働く者が労働者であることを前提

とするものであるが、業務委託契約に名を借りて労働者を最低賃金以下で働か

せるという業者がいることも実態としてあり、まさにこういった労働環境を是

正することこそが公契約条例の存在意義で有ることからすれば、同条例の前提

である労働者性についても調査をすることは想定されているはずである。

そして、杉並区は、報告および立入調査の結果、受注者に違反行為があると

認められるときには、未払い賃金の支払いなど必要な措置を講ずべきことを命

ずることができ、これに従わなければ契約解除をすることができる。

第５ 杉並区の法的責任

以上からすると、杉並区が、本件連合会に同行し、労基署の説明を受けて積

極的に関与した結果、障害者交流館の清掃員について最低賃金法違反の可能性

があることを認識した。
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清掃員が自己の権利を擁護する能力も劣っている障害者である特殊性に鑑み

ると、杉並区は積極的な関与を継続して最低賃金法違反の可能性ある状態が是

正されたか見届けるべきところ、必要な事実の調査または労働者性判断基準チ

ェックリストの文言解釈のための文献調査等をおこなったか確認せず、問題の

ある状態の是正についても確認することもなく漫然と放置していた点につい

て、共同不法行為責任を問われることも十分ありえたものであり、取りも直さ

ず、杉並区が法的責任を免れるとは言い切れない。

すくなくとも道義的な責任が生じるものと考えられる。

第五 ③杉並区の再発防止策

前項のとおり、本件日常清掃業務について、杉並区が法的責任を免れるとは

言い切れない。

本項では、今後、杉並区が再発しないための防止策について検討する。

第１ 障害者の特殊性

１ 自らが受けている権利侵害について認知力・行動力・発信力が低い

障害者は、自らが受けている権利侵害または受けている可能性がある権利侵

害を認識していない、あるいは認識しても、権利侵害の可能性について調査ま

たは相談することなどを発想・行動することが、障害がない人よりも劣ってい

ることがある。

劣っている部分についても個人差、特性があるものの、いずれにしても、障

害者が権利侵害を受けている場合に、障害がない人よりも、侵害の回復可能性

は低い。

それ故、本件においても、長年、清掃員が法律上の根拠がない報酬金額を支

払われていたとも言いうる。

２ 防止策－支援者らに対する研修の実施

この権利侵害の状態をより早く回復できるために、障害者が杉並区と関わる

場合に、杉並区が用意している現にある障害者支援の方策、例えば杉並区障害
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者雇用支援センター、ワークサポート杉並などと連携を強化し、障害者が働く

ことを目的として支援するだけでなく、労働者の立場での権利を擁護する支援

をするため、障害者の支援者等に対する研修を実施すべきである。

第２ 公契約条例との関係－障害者団体を対象とする

１ 公契約条例の立法趣旨－労働者の権利擁護

自治体から民間事業者への委託事業に関して、業務効率化や自治体財政の健

全化を理由に、いわゆる「公契約」締結の機会が増加している。

本件のような公的な施設の管理や清掃業務は、典型的な公契約の一種である

と解する。

公契約締結にあたっては、一般に、受注先企業が低単価で契約を行い、労働

者の賃金が低下するという問題が生じることがあることから、全国的に公契約

条例が制定される機運が高まっていた。

杉並区もこの例にもれず、令和２年８月１日に公契約条例が施行され、令和

６年３月に「公契約条例の手引き」が公開されるに至っている（<4D6963726

F736F667420576F7264202D208CF68C5F96F18FF097E182CC8EE888F882A

B5F52362E646F6378>）。本件の障害者交流館における清掃業務がこの対象に

含まれることは前述のとおりである。

そして、公契約条例では、特定公契約を締結する者 （特定受注者）は、労

働環境を確認するための報告書の提出や区が定める下限額を上回る賃金の支払

い（当然に、最低賃金以上の支払いである。）が必要であるとされている。

２ 本件日常清掃業務における課題

本件においても、杉並区は、本件連合会から履行評価表及び労働関係法令遵

守に関する報告書を受領していたが、そもそも本件連合会は、清掃員として働

く障害者が労基法の対象外であると考えていたことから、チェックリストの俎

上にのることもなく、最低賃金以下の賃金しか支払われていないことを見過ご

している。同様の問題は、例えば受託先企業で働く者がフリーランスであると

される場合にも、妥当するように思う。

しかるに、これでは、公契約条例を制定した趣旨を失いかねない。

1-40

https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/8321/r6tebiki3_1.pdf
https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/8321/r6tebiki3_1.pdf
https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/8321/r6tebiki3_1.pdf


- 41 -

３ 具体的な再発防止策

そこで、杉並区は、今後、障害者団体が受託者となるときには、公契約条例

施行規則第３条(11)号に含まれる運用とするなどの公契約条例の適用範囲に必

ず入れる運用とすべきと思料する。

あるいは、そもそも公契約条例の適用範囲に、障害者団体を受託者とする場

合を明記する条例に改正すべきであると思料する。

第３ 就業形態の確認とその難しさ

１ 事業計画書の記載への注視

杉並区としては、まず、「令和５年度杉並区本件連合会交流館管理業務事業

計画書」（資料3）の「清掃員は、訓練就業（労働基準法適用外）」との記載に

気付き、本件連合会にその事実関係の確認を行うべきであった。

仮に当該記載に気付かないとすれば、雇用以外の形態の者も含め、受託者が

どのような形態で業務を割り振っているのか（正社員、パート、業務委託等）

一覧にして提出させることが必要であると思われる。

２ 雇用契約書等への公契約条例適用があることの明示

もっとも、仮に、受注先企業に雇用契約以外の形態で働く者が含まれている

として、ここから先、すなわち、労働者性の問題や適切な賃金が払われている

かをどのようにモニタリングするかは非常に悩ましい。例えば、地方自治体が

窓口業務を民間業者に委託する場合とは異なり、本件のような清掃業務は、外

部業者へ民間委託をしやすい類型であると考えられる。

そして、労働者派遣法との抵触との関係から、自治体が労働力を直接利用し

たり、労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行う等の行為はできないと

ころ、本件では上記を受託者である本件連合会が行っていたことから、かかる

問題も生じていなかった。

このように、実際の業務実態に行政が直接的に介入しえないからこそ、労働

法的リスクをどこまで自治体がモニタリングし、是正すべきなのか、という問

題を含んでいるのである。モニタリングの手法として、セルフモニタリングの

結果の報告を求めることも通常行われており、本件においても、履行評価表や

1-41



- 42 -

労働法令遵守に関する報告書の提出は行われていた。そして、これはあくまで

自己評価であることから、セルフモニタリングの結果を、杉並区でも適宜チェ

ックする体制は構築されていた。

しかし、それでも本件では清掃員への支払いが最低賃金を下回っているとい

う問題点に気付くことはできなかった。

そもそも、労働者の適正な労働条件の確保や法令の遵守は、受託者が行うべ

きであることは言うまでもない。そのため、例えば受託者と労働者が雇用契約

を締結するにあたり、労働者が従事する業務は公契約に関する業務であること

を示し、杉並区公契約条例に基づいて労働報酬より下回ることはないことを明

記するなど、公契約の側面からみると第三者的な立場からのチェック機能を持

たせることも一つの方法ではないかと考える。杉並区ホームページには、公契

約条例に基づく相談・申出フォーム（杉並区公契約条例（労働者等の方向け）

｜杉並区公式ホームページ。資料14）があり、労働者側からの申告があれば、

杉並区側で早期に対応が可能なシステムが用意されている。このような対応は、

労働者に受託者の監督を任せようという他力本願なものではなく、行政側とし

ても、いかにチェックリストを作成してもそれが複雑化すれば確認が困難にな

ること、書面上の確認だけでは監督として十分でないこと、ヒューマンエラー

は常に生じうるものであることを前提として、チェック機能を複数もたせるべ

きではないかという提案である。

本件の清掃員の場合、障害者であるから、上記相談・申出フォームを適切に

利用することが困難なことも想定される。

第４ 区議の指摘を受けた後の対応について

また、本件では、労基署へ相談し、労働者性のチェックリストの交付を受け

たにもかかわらずその適用関係を誤っていたこと、労働者性の判断やその後の

対応を本件連合会に一任してしまっていたことに大きな問題があると考える。

労働者性の判断は、裁判所でも判断が割れるほどに判断が難しいものであり、

単にチェックリストを渡されたとしても、どのような観点から判断を行えばよ

いのかわからないことが多い。

本件では、すでに労働基準監督署へ相談をしており、法的リスクを内包して
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いることが多分に考えられたことから、杉並区が弁護士に相談するなどして、

その時点でのその後の対応を慎重に考えることはできた。

第５ 結語

以上から、防止策としてのレベルに違いはあるものの、当職らが考えられる

再発防止策は、次のとおりである。

記

① 障害者雇用支援センターなどの障害者の労働を支援する関係箇所において障

害者の労働者の立場での権利擁護について支援者に研修等を実施する。

② 管理業務事業計画書等への労働者等に関する記載について注視する。また、

雇用以外の形態の者も含め、受託者がどのような形態で業務を割り振っている

のか（正社員、パート、業務委託等）一覧にして提出させる。

③ 障害者団体が受託者となるときには杉並区公契約条例を適用する、あるいは

杉並区公契約条例に障害者団体が受託者となる場合には必ず適用する条項を付

加する改正を行う。

④ 杉並区公契約条例が適用される契約に基づき雇用等される場合には、公契約

条例の適用があることを雇用契約書等に明示することを条例等に規定する。

⑤ 法的リスクを内包していると判明した時点で法律の専門家へ相談する。

第六 結び

本件連合会による清掃員に対する賃金未払いがあったこと、杉並区が長らく

かかる問題に気付くことができなかったことは誠に遺憾であり、清掃員に対し

ては、すみやかに賃金が支払われるべきであると考える。

障害者交流館において、障害のある方が清掃員として業務を行うことについ

ては、歴史的な経緯もあり、また、障害者雇用において必ずしも現在の法制度

とそぐわない実態があったことは理解でき、その理念が否定されるべきもので

はないと考えるが、法的問題点が生じるかどうかはまったく別の観点である。

杉並区においては、このような自体が生じた経緯について顧みるとともに、今

後の再発防止策について真摯に検討をされたい。
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以上
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